
1 － 社会保障に係る租税法・財政法（六）（手塚）
　
　

社
会
保
障
に
係
る
租
税
法
・
財
政
法
（
六
）

手　

塚　

貴　

大

一　

本
稿
の
検
討
の
視
角

　

（一）　

社
会
保
障
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　

（二）　

社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
―
鍵
概
念
の
提
示
―

二　

社
会
保
障
政
策
の
意
義
―
そ
の
属
性
か
ら
得
ら
れ
る
政
策
的
含
意
―

　

（一）　

社
会
保
障
政
策
の
公
的
性
格

　

（二）　

社
会
保
障
政
策
の
属
性
と
政
策
的
含
意

　

（三）　

社
会
保
障
の
制
度
設
計
―
指
針
の
獲
得
―
（
以
上
、
四
一
巻
三
号
）

三　

医
療
・
介
護
政
策
と
法
―
財
政
制
度
と
の
関
係
―

　

（一）　

医
療
財
政
の
基
本
構
造

　

１　

医
療
と
財
政
―
診
療
報
酬
制
度
の
意
味
す
る
も
の
―

　

２　

混
合
診
療
―
医
療
財
政
の
関
連
問
題
①
―

　
　

（1）　

混
合
診
療
の
意
義

　
　

（2）　

混
合
診
療
の
解
釈
論
的
問
題
（
以
上
、
四
二
巻
一
号
）

　
　

（3）　

混
合
診
療
の
政
策
論
的
問
題

　

３　

診
療
報
酬
改
革
―
医
療
財
政
の
関
連
問
題
②
―
（
以
上
、
四
二
巻
四
号
）

　

（二）　

医
療
提
供
と
効
率
化
の
可
能
性
―
医
療
財
政
と
の
関
係
―
（
以
上
、
四
三
巻
三
号
）

四　

社
会
保
障
と
租
税
法
―
租
税
制
度
は
社
会
保
障
政
策
に
貢
献
で
き
る
か
？
―

　

（一）　

社
会
保
障
政
策
に
お
け
る
租
税
法
と
総
合
政
策
の
視
点
（
以
上
、
四
五
巻
三
号
）

　

（二）　

所
得
税
（
以
上
、
本
号
）

　

（三）　

消
費
税

　

（四）　

相
続
税
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四　

社
会
保
障
と
租
税
法
―
租
税
制
度
は
社
会
保
障
政
策
に
貢
献
で
き
る
か
？
―
（
承
前
）

（一）　

社
会
保
障
政
策
に
お
け
る
租
税
法
と
総
合
政
策
の
視
点
（
承
前
）

（二）　

所
得
税

　

こ
こ
で
は
、
租
税
制
度
の
社
会
保
障
政
策
へ
の
貢
献
可
能
性
を
中
心
に
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
、
本
稿
で
触
れ
る
素
材
に

つ
い
て
は
、
種
々
の
改
革
論
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
の
は
困
難
で
あ
る
た
め
、（
関
連
す
る
事
項
は
、

後
に
も
、
別
稿
に
お
い
て
も
触
れ
る
こ
と
と
し
）
着
目
し
た
い
と
考
え
る
の
は
、
財
源
調
達
お
よ
び
再
分
配
の
可
能
性）

442
（

と
い
う
視
点
で
あ

る）
443
（

。

五　

社
会
保
障
と
財
政
法

　

（一）　

社
会
保
険
方
式
の
法
構
造

　

（二）　

社
会
保
障
政
策
の
体
系

六　

貧
困
対
策
と
法
―
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
構
築
と
格
差
是
正
―

　

（一）　

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
あ
り
方

　

（二）　

格
差
是
正
の
あ
り
方

（
442
） 　

例
え
ば
、
所
得
再
分
配
に
つ
い
て
は
、
政
府
税
制
調
査
会
『
経
済
社
会
の
構
造
変
化
を
踏
ま
え
た
税
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
論
点
整
理
』（
平
成
二
七
年

一
一
月
一
三
日
）
五
―
六
頁
。
該
当
箇
所
で
は
、
昭
和
六
二
年
・
六
三
年
、
平
成
六
年
税
制
改
正
に
よ
る
所
得
税
の
累
進
性
の
弱
ま
り
に
係
る
指
摘
が
あ
る
。
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１　

課
税
ベ
ー
ス
に
係
る
議
論

　

所
得
税
の
課
税
ベ
ー
ス
の
狭
さ
に
つ
い
て
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
捕
捉
率
、
給
与
所
得
控
除
の
過
大
さ
等
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
社
会
保
障
政
策
に
係
る
財
源
調
達
の
文
脈
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る）

444
（

。
な
お
、
所
得
税
の
課
税
ベ
ー
ス
と
の
関

係
で
言
え
ば
、
社
会
保
険
料
控
除
と
雑
所
得
の
特
別
控
除
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
一
に
、
社
会
保
険
料
控
除
の
意
義
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
、理
論
上
は
、法
律
に
基
づ
き
支
払
い
を
義
務
付
け
ら
れ
る
ゆ
え
の
所
得
控
除
で
あ
る
と
整
理
可
能
で
あ
る）

445
（

。
こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、

保
険
料
全
額
が
控
除
さ
れ
る
こ
と
も
十
分
合
理
性
が
あ
り
、
廃
止
・
縮
減
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
保

険
料
と
租
税
と
性
格
付
け
の
違
い
は
肯
定
す
る
と
し
て
も
、
社
会
保
険
料
も
社
会
保
険
制
度
と
い
う
公
的
制
度
の
運
営
に
必
要
な
財
源
で

あ
る
と
し
て
み
れ
ば
、
租
税
と
の
性
格
上
の
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
く
、（
社
会
保
険
制
度
の
運
用
に
は
社
会
保
険
料

支
払
い
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
、
被
保
険
者
に
支
出
強
制
す
る
た
め
、
そ
の
納
得）

446
（

を
獲
得
す
る
た
め
と
い
う
実
質
的
配
慮
も
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
が
）
社
会
保
険
料
の
み
控
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
や
や
租
税
と
の
関
係
で
不
均
衡
で
あ
る
と
も
言
い
う
る）

447
（

。
そ
の
点
、

所
論
は
、（
社
会
保
険
料
控
除
の
廃
止
も
射
程
に
入
れ
る
の
か
）
社
会
保
険
料
控
除
の
範
囲
を
見
直
す
必
要
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る）

448
（

。

こ
こ
に
も
課
税
ベ
ー
ス
拡
大
の
可
能
性
が
見
出
さ
れ
う
る）

449
（

。
法
律
で
支
出
を
強
制
さ
れ
る
際
に
控
除
を
認
め
る
こ
と
の
理
論
的
基
礎
に
つ

（
443
） 　

例
え
ば
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
政
明
「
少
子
高
齢
化
の
弊
害
を
緩
和
す
る
た
め
の
税
制
改
革
の
動
向
」
税
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
八
号
一
頁
以
下
、

酒
井
克
彦
「
検
証
！
経
済
社
会
の
構
造
変
化
を
踏
ま
え
た
税
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
論
点
整
理
」
税
理
五
九
巻
二
号
頁
二
頁
以
下
等
が
参
考
に
な
る
。

（
444
） 　

西
沢
和
彦
『
税
と
社
会
保
障
の
抜
本
改
革
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
一
〇
六
頁
、
一
二
一
頁
。

（
445
） 　

例
え
ば
、
谷
口
勢
津
夫
『
税
法
基
本
講
義　

第
７
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
一
年
）
三
七
三
頁
。

（
446
） 　

堤
・
前
掲
注
（
358
）
一
〇
五
頁
。

（
447
） 　

こ
の
点
、
森
信
茂
樹
『
わ
が
国
所
得
税
課
税
ベ
ー
ス
の
研
究
』（
日
本
租
税
研
究
協
会
、
二
〇
〇
二
年
）
五
六
頁
。

（
448
） 　

森
信
・
前
掲
注
（
447
）
五
六
頁
。
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い
て
は
検
討
の
余
地
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
政
治
的
合
意
調
達
の
可
能
性
は
措
く
と
し
て
、
社
会
保
険
制
度
の
定
着
を
重
視

す
る
な
ら
ば
、
控
除
を
縮
小
・
廃
止
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
社
会
保
険
制
度
の
給
付
に
公
費
が
投
入
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
両
者
の
根
拠
法
令
、
使
途
、
性
質
の
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
は
誤
り
で
は
な
く
、
社
会
保
険
料
と
租
税
と
の
間
に

性
質
上
の
違
い
を
見
出
す
こ
と
は
、
な
お
不
可
能
で
は
な
く
、
所
得
課
税
上
の
扱
い
が
異
な
る
現
行
法
上
の
扱
い
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

　

二
に
、
雑
所
得
の
特
別
控
除
に
つ
い
て
は
、
経
済
力
の
観
点
か
ら
の
高
齢
者
に
対
す
る
配
慮
、
ひ
い
て
は
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
の
（
望

ま
れ
ざ
る
）
帰
結
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
改
廃
に
あ
る
程
度
政
治
判
断
が
入
り
や
す
い
（
逆
に
、
そ
れ
故
に
改
廃
が
難
し

く
も
あ
る
）。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
社
会
保
険
料
の
引
上
げ
、
自
己
負
担
の
引
上
げ
、
さ
ら
に
は
増
税
を
見
据
え
た
年
金
税
制
の
見
直
し

を
併
せ
て
行
う
と
す
れ
ば
、
政
治
的
に
は
困
難
が
生
じ
よ
う
。
勿
論
、
世
代
間
の
不
公
平
を
直
視
し
て
、
税
制
面
で
は
、
前
叙
の
特
別
控

除
の
縮
小
が
企
図
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
公
的
年
金
等
収
入
に
応
じ
て
控
除
額
に
上
限
を
設
け
る
、
さ
ら
に
は
公
的
年
金
等
収
入
以
外

の
所
得
金
額
に
応
じ
て
控
除
額
を
引
下
げ
る
と
い
っ
た
一
定
程
度
の
改
正
も
実
現
し
た
わ
け
で
あ
る）

450
（

。
ま
た
、
こ
の
点
の
改
正
の
困
難
を

前
提
に
す
る
と
、
担
税
力
の
把
握
を
す
る
に
し
て
も
、
所
得
、
消
費
の
レ
ベ
ル
の
み
で
は
な
く
、
資
産
課
税
を
も
通
じ
て
そ
れ
を
行
う
こ

と
が
、
公
的
負
担
引
上
げ
の
政
治
的
突
破
口
で
あ
り
う
る
。
換
言
す
れ
ば
、
相
続
税
廃
止
を
実
施
し
つ
つ
の
公
的
負
担
の
引
上
げ
は
、（
将

来
的
な
政
策
課
題
で
あ
り
う
る
と
し
て
も
）
目
下
の
と
こ
ろ
、
政
治
的
に
も
、
各
種
負
担
の
適
切
な
割
り
当
て
と
い
う
観
点
か
ら
も
で
き

な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
以
上
の
議
論
は
、
課
税
ベ
ー
ス
の
縮
小
を
如
何
に
し
て
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
点
に
行
き
着
く
。
課
税
ベ
ー
ス
論
の
エ
ッ
セ

（
449
） 　

ま
た
、
松
原
有
里
「
物
的
控
除
は
必
要
か
―
社
会
保
険
料
控
除
、
保
険
料
控
除
、
寄
付
控
除
」
税
研
一
三
六
号
四
四
―
四
五
頁
も
参
照
。

（
450
） 　

自
由
民
主
党
／
公
明
党
『
平
成
30
年
度
税
制
改
正
大
綱
』（
平
成
二
九
年
一
二
月
一
四
日
）
四
頁
。
そ
の
他
に
は
、
谷
口
・
前
掲
注
（
445
）
三
二
五
頁
。
そ

の
他
、
佐
藤
英
明
『
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
所
得
税
法　

第
３
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
二
年
）
三
六
五
―
三
六
六
頁
以
下
。
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ン
ス
と
し
て
は
、端
的
に
は（
公
平
課
税
の
観
点
か
ら
）課
税
ベ
ー
ス
は
で
き
る
だ
け
広
く
把
握
す
る
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
課
税
ベ
ー

ス
の
理
論
的
に
到
達
点
と
さ
れ
る
べ
き
水
準
に
ま
で
拡
張
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
、
政
治
の
問
題
に
回
収
可
能
で
は

あ
る
。
要
す
る
に
、
課
税
す
べ
き
と
こ
ろ
、
何
ら
か
の
理
由
で
一
定
の
例
外
措
置
が
配
備
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
特
定
の
集
団
等

に
対
す
る
政
治
的
配
慮
の
産
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
、
本
稿
の
文
脈
で
言
え
ば
、
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義）

451
（

に
着
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

高
齢
者
か
ら
の
集
票
を
期
待
し
て
政
府
・
与
党
に
よ
る
租
税
政
策
に
高
齢
者
に
対
す
る
優
遇
税
制
が
配
備
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
に
対
し
て
も
、
歯
止
め
を
か
け
る
余
地
が
あ
る
。
選
挙
権
付
与
の
あ
り
方
等
も
あ
る
が
、
詳
細
な
検

討
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
前
叙
の
如
く
政
治
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
租
税
政
策
か
ら
は
や
や
離

れ
る
け
れ
ど
も
、
統
治
機
構
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
集
権
性
の
強
い
統
治
機
構
で
あ
る
と
、
実
証
的
に
は
、

社
会
保
障
費
の
抑
制
可
能
性
が
出
る
と
い
う）

452
（

。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
、
集
権
性
の
強
い
政
府
・
与
党
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、（
高

齢
者
層
と
い
う
特
定
の
層
の
持
つ
）
局
所
的
既
得
権
を
捨
象
し
て
、
政
策
形
成
・
実
施
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る）

453
（

。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
が
採
用
さ
れ
、
内
閣
の
機
能
強
化
も
実
現
し
て

い
る
の
で
、集
権
性
の
強
い
統
治
機
構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

454
（

。
し
か
し
、こ
の
帰
結
は
、必
ず
し
も
成
り
立
つ
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
、
選
挙
に
際
し
て
の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
特
定
の
有
権
者
層
に
対
す
る
不
利
益
的
政
策
を
（
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
の
網
羅

（
451
） 　

例
え
ば
、
八
代
尚
宏
『
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
）。

（
452
） 　

宮
本
太
郎
『
福
祉
政
治　

日
本
の
生
活
保
障
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
四
二
頁
。

（
453
） 　

森
脇
俊
雅
『
政
策
過
程
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
九
四
―
九
六
頁
に
よ
る
と
、
あ
る
調
査
で
は
、
利
益
集
団
の
政
策
実
施
に
係
る
影
響
力
に

つ
い
て
、
そ
の
自
己
認
識
は
、
一
九
八
〇
代
に
お
い
て
は
、
相
当
程
度
に
高
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
低
下
が
み
ら
れ
る
と

い
う
。
こ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
統
治
機
構
改
革
を
参
照
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
454
） 　

こ
の
点
、
竹
中
治
堅
『
首
相
支
配
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
年
）。
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性
如
何
は
度
外
視
し
て
も
）
公
約
し
難
い
し
、
与
党
に
対
す
る
ロ
ビ
ー
活
動
は
ま
っ
た
く
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
局
所
利
益
の
政
治
過
程
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
が
選
挙
以
外
の
経
路
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
直
視
す
れ
ば
、
む
し
ろ
有
力
な
、

確
実
性
あ
る
支
持
層
を
無
視
し
た
政
策
は
採
り
が
た
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
特
定
の
有
権
者
層
に
対
し
、
不
利
益
的
効
果
を
も
た
ら
す
租
税
政
策
の
形
成
・
実
施
の
可
否
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
ろ
う）

455
（

。

　

そ
し
て
、
総
合
す
る
と
、
特
に
不
利
益
的
政
策
の
実
施
の
た
め
の
条
件
は
、
状
況
依
存
的
に
決
定
・
判
明
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る）
456
（

。
し
た
が
っ
て
、
課
税
ベ
ー
ス
の
縮
小
は
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
に
つ
い
て
は
、
前
叙
の
ご
と
く
、

有
権
者
の
特
定
層
が
現
実
に
政
策
過
程
に
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
な
く
、
政
治
が
自
発
的
に
有
権
者
の
特
定
層
の
関
心
を
買
う
べ
く
、
彼

ら
に
対
す
る
優
遇
的
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う）

457
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
叙
の
統
治
機
構
改
革
の
成
果
を
減
殺
す
る
ロ
ビ
ー

活
動
そ
の
も
の
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
集
票
可
能
性
を
汲
ん
で
、
集
権
性
の
強
い
政
府
が
首
相
主
導
で
か
よ
う
な
優
遇
的
政
策
を
採
用

す
る
可
能
性
が
あ
る
点
で
、
特
定
の
有
権
者
層
に
不
利
益
的
影
響
を
持
ち
う
る
財
政
健
全
化
政
策
、
税
制
改
正
と
い
っ
た
い
わ
ば
大
局
的

観
点
か
ら
の
政
策
は
採
用
さ
れ
難
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
政
治
上
の
争
点
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
か
ら
、

財
政
的
与
件
の
も
と
で
の
経
済
政
策
の
順
位
付
け
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
政
治
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
重
要
性
を
持
つ
の
は
、

（
455
） 　

そ
こ
で
、
別
の
方
法
を
用
い
て
（
存
在
を
仮
定
し
た
と
し
た
場
合
の
）
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
の
排
除
は
追
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
筆
者

に
は
よ
く
な
し
え
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
不
利
益
的
政
策
の
採
用
が
可
能
と
な
る
政
治
条
件
の
析
出
も
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。

（
456
） 　

森
脇
・
前
掲
注
（
453
）
三
八
頁
で
は
、
小
泉
政
権
と
そ
の
直
後
に
続
く
自
民
党
政
権
と
の
間
の
政
権
存
続
期
間
に
係
る
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

同
一
の
統
治
機
構
の
も
と
で
も
、
運
営
の
巧
拙
に
よ
り
政
権
存
続
期
間
に
差
異
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
457
） 　

島
澤
諭
『
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
の
政
治
経
済
学　

世
代
間
対
立
の
克
服
へ
の
戦
略
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
二
〇
、三
八
、四
〇
頁
。
所

論
に
よ
る
と
、
高
齢
者
が
、
政
治
に
働
き
か
け
る
べ
く
、
直
接
的
な
行
動
を
お
こ
す
の
で
は
な
く
、
政
治
が
集
票
を
意
識
し
て
高
齢
者
を
優
遇
す
る
政
策
を

採
用
す
る
と
い
う
。
な
お
、
所
論
は
、
こ
れ
を
、
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
で
は
な
く
、
シ
ル
バ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
と
呼
称
す
る
。



7 － 社会保障に係る租税法・財政法（六）（手塚）

利
益
集
団
の
み
で
は
な
く
、
世
代
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る）

458
（

。
各
政
党
に
集
票
を
意
識
し
た
行
動
を
と
ら
せ
る
民
主
主
義
の
も
と
で
は
、

政
治
的
意
思
決
定
は
選
挙
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
政
府
の
統
治
機
構
の
あ
り
よ
う
を
ど
の
よ
う
に
設
計
し
よ
う
と
も
、
そ
の
歪
み

は
多
か
れ
少
な
か
れ
除
去
し
え
な
い
。

　

次
に
、
租
税
法
理
論
の
観
点
か
ら
、
以
下
に
触
れ
る
素
材
を
通
じ
て
、
所
得
税
の
課
税
ベ
ー
ス
、
さ
ら
に
は
主
観
的
担
税
力
の
把
握
の

仕
方
に
つ
い
て
若
干
議
論
す
る
。

２　

所
得
控
除
論

（1）　

総
論

　

そ
も
そ
も
租
税
法
の
う
ち
所
得
税
法
を
社
会
保
障
政
策
の
手
段
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
性
質
上
可
能
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
、
所
得
税
と
い
う
税
目
は
、
課
税
を
通
じ
て
所
得
の
う
ち
一
部
を
国
庫
に
吸
い
上
げ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
個
人
に
つ
い
て
そ
の

経
済
活
動
の
成
果
で
あ
る
所
得
に
つ
い
て
、
国
家
と
個
人
と
の
間
で
の
配
分
を
決
定
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
稼
得
所
得

を
ど
の
程
度
個
人
の
も
と
に
残
す
か
は
、
課
税
後
の
個
人
の
消
費
活
動
の
可
能
性
・
あ
り
よ
う
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る）
459
（

。
以
上
の
こ
と
は
、
所
得
税
が
主
観
的
担
税
力）

460
（

を
斟
酌
し
つ
つ
課
税
す
る
と
い
う
作
用
に
適
し
た
税
目
で
あ
る
と
い
う
点
も
関
係
す
る
。

例
え
ば
、
最
低
生
活
を
遂
行
す
る
べ
く
、
ど
の
程
度
の
所
得
が
必
要
で
あ
る
か
を
現
実
の
課
税
の
局
面
で
決
定
す
る
こ
と
は
、
前
叙
の
個

（
458
） 　

島
澤
・
前
掲
注
（
457
）
四
三
頁
。

（
459
） 　

増
井
良
啓
「
税
制
の
公
平
か
ら
分
配
の
公
平
へ
」
江
頭
憲
治
郎
／
碓
井
光
明
編
著
『
法
の
再
構
築
﹇
Ⅰ
﹈
国
家
と
社
会
』（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
七
年
）

六
三
頁
以
下
は
、
課
税
後
、
さ
ら
に
は
社
会
保
障
給
付
を
併
せ
た
再
分
配
の
議
論
の
あ
り
よ
う
を
示
す
。
ま
た
、
同
「
再
分
配
の
手
法
と
税
制
」
租
税
法
研

究
四
四
号
一
頁
以
下
は
、
わ
が
国
の
再
分
配
政
策
に
係
る
社
会
保
障
制
度
が
占
め
る
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
示
す
。

（
460
） 　

詳
細
は
、
木
村
弘
之
亮
『
租
税
法
学
』（
税
務
経
理
協
会
、
一
九
九
九
年
）
三
三
五
頁
以
下
。
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人
の
消
費
活
動
等
に
影
響
を
与
え
る
。

　

但
し
、
わ
が
国
の
制
度
を
与
件
と
す
れ
ば
、
所
得
控
除
制
度
の
も
と
で
、
社
会
保
障
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
た
め
の
手
段
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
社
会
保
障
制
度
を
支
え
る
財
源
に
つ
き
負
担
可
能
な
者
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
点
に
政
策
の
着
眼
点
が
必
要
で

あ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、
配
偶
者
控
除
の
廃
止
論
も
そ
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
主
婦

に
よ
る
経
済
活
動
を
促
進
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
保
育
園
の
保
育
料
の
控
除
（
自
治
体
に
よ
る
補
助
も
あ
る
）、

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
控
除
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
女
性
の
仕
事
時
間
の
確
保
を
容
易
化
し
、
さ
ら
に
は
子
育
て
の
金
銭
的
負
担
を

緩
和
す
る
と
い
う
効
果
が
期
待
で
き
る
。
そ
し
て
所
得
控
除
の
あ
り
方
を
論
ず
る
上
で
重
要
な
点
と
し
て
は
、
必
要
的
な
所
得
控
除
も
あ

れ
ば
、
政
策
的
な
所
得
控
除
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う

）
461
（

。
こ
う
し
た
法
律
上
の
制
度
を
考
案
す
る
と
い
う
租
税
政
策
論
を
論
ず
る
上
で

は
憲
法
論
が
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
憲
法
論
が
機
能
す
る
の
は
、
必
要
的
な
そ
れ
の
み
（
例
、
基
礎
控
除
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
租

税
立
法
者
の
制
度
設
計
の
自
由
度
は
高
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
め
個
別
具
体
の
租
税
制
度
の
形
態
に
指
示
を
示
す
よ
う
な
憲

法
論
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
を
租
税
立
法
者
が
あ
る
程
度
自
由
に
構
築
で
き
る
と
い
う
結
論
に
与
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
点
で
前
叙
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
控
除
は
あ
り
う
る
選
択
肢
と
い
う
こ
と
に
な
り
う
る
。
し
か
し
、
配
偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
と
い
う
形

態
で
既
に
課
税
の
あ
り
よ
う
に
係
る
租
税
法
上
の
斟
酌
は
十
分
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立
ち
え
な
い
で
は
な
い
。
さ
ら
に
進
め
て
、

子
供
を
持
つ
と
い
っ
た
家
族
形
成
、
そ
の
前
提
の
婚
姻
は
、
個
人
の
自
由
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
で
、
国
家
が
介
入
す
る
こ
と
に
は
基
本

的
に
は
馴
染
ま
な
い
こ
と
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
よ
う
な
点
に
着
目
す
れ
ば
、
前
叙
の
租
税
立
法
者
の
自
由
は
や
や
狭
ま
る
と
も

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
を
大
幅
に
狭
め
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
右
の
立
場
は
そ
う
し
た
租
税
政

（
461
） 　

谷
口
・
前
掲
注
（
445
）
三
六
九
頁
以
下
。
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策
を
禁
じ
る
ほ
ど
の
憲
法
上
の
根
拠
を
持
つ
と
は
差
し
当
た
っ
て
考
え
ら
れ
な
い
。

　

で
は
、
社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
状
況
を
見
れ
ば
、
前
叙
の
よ
う
な
政
策
的
控
除

も
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
政
策
的
控
除
の
設
計
に
対
し
て
お
そ
ら
く
租
税
法
の
理
論
か
ら
の
重
大
な
反
作
用
は
差
し

当
た
っ
て
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
差
し
当
た
り
、
政
策
的
控
除
の
制
度
設
計
を
支
配
す
る
の
は
、（
税
収
喪
失
分
と
政
策
効
果

と
の
対
比
と
い
う
意
味
で
の
）
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
分
析
の
視
点
で
あ
ろ
う）

462
（

。

　

次
に
、
課
税
と
い
う
国
家
作
用
の
性
質
と
し
て
、
納
税
義
務
者
の
財
産
権
に
対
す
る
制
約
・
侵
害
が
観
念
さ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
納

税
義
務
者
で
あ
る
個
人
は
あ
く
ま
で
も
私
生
活
の
経
済
的
基
盤
を
自
ら
の
経
済
活
動
を
通
じ
て
獲
得
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
憲
法
を
通
じ
て
個
人
は
経
済
的
自
由
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら）

463
（

、
自
ら
の
選
択
に
基
づ
い
た

経
済
活
動
が
そ
う
し
た
経
済
的
基
盤
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
い
う
な
れ
ば
、
憲
法
の
予
定
す
る
個

人
像
は
、
自
律
し
た
個
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
律
し
た
個
人
の
意
義
は
、
結
局
、
国
家
が
提
供
す
る
社
会
保
障
政
策
に

係
る
保
険
料
、
租
税
を
自
ら
獲
得
し
た
経
済
的
基
盤
か
ら
支
払
い
、
納
付
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
個
人
は
私
生
活
の

（
462
） 　

こ
の
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
分
析
の
帰
結
次
第
で
は
、
政
策
的
控
除
の
改
廃
が
要
求
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
租
税
立
法
者
の
裁
量
は
広
い

と
は
い
え
（
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
分
析
の
結
果
が
悪
く
と
も
、
性
質
上
当
該
税
制
が
よ
も
や
即
座
に
憲
法
違
反
と
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
）、
当

該
政
策
の
不
合
理
さ
を
示
す
素
材
は
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
463
） 　

芦
部
（
／
高
橋
補
訂
）・
前
掲
注
（
42
）
に
よ
る
と
、
人
権
の
体
系
に
お
け
る
自
由
権
の
第
一
次
性
（
八
五
頁
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
社
会
権
に
基
づ
く

具
体
的
給
付
の
二
次
性
（
例
、
生
活
保
護
法
四
条
一
項
に
見
ら
れ
る
補
足
性
原
則
。
小
塩
／
田
近
／
府
川
・
前
掲
注
（
18
）
一
四
五
―
一
四
六
頁
）
も
あ
り
、

筆
者
は
そ
れ
に
着
目
す
る
。
ま
た
、
筆
者
の
見
た
限
り
で
、
特
に
前
叙
の
よ
う
な
理
由
付
け
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
伊
奈
川
秀
和
『
社
会
保
障
の
原
理
と

政
策　

ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
社
会
福
祉
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
二
一
年
）
五
―
六
頁
に
お
い
て
は
、
社
会
保
障
の
文
脈
に
お
け
る
個
人
の
自
助
が

第
一
次
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
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重
要
な
部
分
を
大
幅
に
国
家
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
る
。
勿
論
、
国
家
が
そ
う
し
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
う
し
た
機
能
を
担
う
国
家
と
し
て
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
あ
る
国
家
が
近
代
的
無
産
国
家
で
あ
る
以
上
、
租
税
を
必
要
と
せ
ず
に
、

我
々
に
質
量
と
も
に
重
厚
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
考
え
難
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
で
は
、
個
人
が
様
々
な
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
納
付
す
る
租
税
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
し
、
社
会
保
険
制
度
が
配
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
じ
よ
う
な
意
味

で
保
険
料
が
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
よ
う
な
制
度
は
、
保
険
料
を
納
付
で
き
な
い
と
社
会
保
険

制
度
は
成
り
立
た
た
ず
、
加
え
て
、
租
税
も
必
要
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
叙
の
自
律
し
た
個
人
像
は
、
社
会
保
障
制
度

の
持
続
可
能
性
と
整
合
性
を
持
ち
う
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
か
ら
し
て
、
次
の
よ
う
な
外
国
法
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
原
則
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
補
完
性
原
則
で
あ
っ
て）

464
（

、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
よ
る
社
会
保
障
給
付
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

あ
く
ま
で
も
個
人
は
自
ら
の
獲
得
し
た
経
済
的
原
資
を
以
て
私
的
生
活
の
遂
行
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
但
し
一
定
の
要
保
障
事
由
の
発
生
に
よ
り
、
社
会
保
険
給
付
が
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
、
租
税
を
原
資
と
す
る

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
経
済
的
原
資
は
国
民
の
経
済
活
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

こ
の
背
後
に
、
前
叙
の
憲
法
上
の
経
済
的
自
由
権
の
承
認
を
措
定
し
得
る
。
こ
の
補
完
性
原
則
を
基
軸
に
、
差
し
当
た
り
法
体
系
上
の
位

置
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
も
、
と
り
わ
け
所
得
税
に
お
け
る
担
税
力
の
あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い）

465
（

。

（2）　

基
礎
控
除

　

基
礎
控
除
は
、
基
礎
的
人
的
控
除
の
中
心
と
も
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
基
礎
控
除
の
金
額
に
相
当
す
る
収
入
は
、
担
税
力
を
有
し
な

（
464
） 　

手
塚
貴
大
「
租
税
法
と
社
会
保
障
法
―
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
お
け
る
租
税
憲
法
論
の
一
端
―
」
税
大
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
五
号
三
三
頁
以
下
。
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い
た
め
、
課
税
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
が
租
税
法
理
論
の
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
得
の
中
で
担
税
力
を
有
し
な

い
部
分
は
、
そ
の
多
寡
に
関
わ
り
な
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
基
礎
控
除
制
度
（
所
得
税
法
八
六
条
）
に
つ
い

て
は
、
収
入
額
に
応
じ
て
基
礎
控
除
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る）

466
（

。

　

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
基
礎
控
除
は
憲
法
に
基
礎
を
措
く
制
度
と
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
制
度
後
退
に

つ
い
て
は
、
一
定
の
正
当
化
事
由
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
ま
か
に
は
、
所
得
再
分
配
機
能
の
回
復
・
強
化

が
あ
り
う
る
。
具
体
的
な
議
論
の
仕
方
と
し
て
は
、（
所
得
控
除
を
中
心
と
し
て
、
何
ら
か
の
方
法
を
以
て
）
憲
法
上
課
税
の
対
象
か
ら

除
外
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
一
定
の
要
請
か
ら
別
の
方
法
が
考
案
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
経
済
状
況
も
併
せ
て
言
う
の

で
あ
れ
ば
、（
最
高
）
税
率
の
引
上
げ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
現
状
か
ら
見
て
望
ま
し
く
な
く）

467
（

、
高
所
得
者
の
み
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
り

つ
つ
、
税
負
担
の
引
上
げ
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

468
（

。
し
た
が
っ
て
、
所
得
再
分
配
の
強
化
と
経
済
政
策
の
要
請
と
の
間
で
、
両
者
が

（
465
） 　

補
完
性
原
則
の
帰
結
を
考
え
る
と
、
差
し
当
た
り
、
課
税
後
に
納
税
者
の
手
許
に
相
応
の
所
得
が
残
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
付
加
す
る

と
す
れ
ば
、
納
税
者
の
経
済
活
動
を
促
進
す
る
要
素
が
税
制
に
含
ま
れ
る
べ
き
と
も
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
補
完
性
原
則
の
射
程
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
差

し
当
た
り
、
所
得
税
を
念
頭
に
置
く
と
し
て
も
、
消
費
税
、
相
続
税
も
議
論
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
べ
き
か
否
か
は
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
大
ま
か
に
は
、

所
得
は
、
消
費
の
原
資
と
な
り
、
相
続
は
消
費
後
の
残
余
所
得
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
た
め
、
課
税
は
経
済
活
動
の
み
な
ら
ず
、
消
費
生
活
に
も
影
響
す
る
。

以
上
を
見
る
と
、
補
完
性
原
則
は
納
税
者
に
係
る
か
よ
う
な
税
負
担
の
上
限
設
定
如
何
と
い
う
形
で
議
論
さ
れ
う
る
。

（
466
） 　

金
子
宏
『
租
税
法　

第
二
十
四
版
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
二
年
）
二
一
一
頁
。

（
467
） 　

八
塩
裕
之
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
少
子
高
齢
化
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
―
わ
が
国
税
制
改
革
に
向
け
て
―
」
諸
富
徹
編
著
『
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
の
税
制
改
革

―
公
平
性
と
財
源
確
保
の
相
克
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
二
三
八
頁
。

（
468
） 　

政
府
税
制
調
査
会
・
前
掲
注
（
442
）
七
頁
。
該
当
箇
所
で
は
、
最
高
税
率
の
見
直
し
等
に
よ
る
限
界
税
率
の
引
上
げ
に
つ
い
て
、
人
の
移
動
が
グ
ロ
ー
バ

ル
化
し
て
い
る
こ
と
や
、
労
働
供
給
の
阻
害
要
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
と
す
る
。
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両
立
す
る
よ
う
調
整
が
な
さ
れ
た
と
見
う
る
。
そ
し
て
、
税
負
担
の
あ
り
方
を
議
論
す
る
際
に
、
課
税
後
に
納
税
義
務
者
の
手
許
に
残
さ

れ
た
所
得
額
を
基
礎
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
租
税
政
策
も
問
題
な
い
と
も
言
い
う
る）

469
（

。

　

し
か
し
、
憲
法
論
か
ら
す
る
と
、（
担
税
力
の
有
無
等
の
点
で
）
所
得
に
は
性
質
の
違
い
が
あ
る
と
見
る
途
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基

礎
控
除
相
当
額
に
担
税
力
を
見
出
し
得
な
い
こ
と
は）

470
（

、
あ
ら
ゆ
る
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
妥
当
す
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
基

礎
控
除
は
低
所
得
者
の
み
を
射
程
に
お
い
た
制
度
で
は
な
い
点
に
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
は
、（
所
得
控
除
を
は
じ
め
と
す
る
）
課
税
除

外
が
配
備
さ
れ
る
理
由
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
加
え
て
、
論
証
済
み
で
あ
る
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
論
の
中
で
議
論
す
る
と
し
て
も
、
基

礎
控
除
相
当
額
に
つ
い
て
は
担
税
力
を
持
た
な
い
と
い
う
性
質
を
有
す
る
た
め
に
、
そ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
（
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
）

課
税
ベ
ー
ス
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
控
除
項
目
の
配
備
は
税
制
を
複
雑
化
す
る
根
拠
の
一
つ
と
言
い
う
る
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
は
税
負
担
の
点
で

高
所
得
者
に
対
す
る
有
利
さ
を
生
み
出
し
た
。
か
か
る
有
利
に
つ
い
て
は
、
累
進
税
率
の
高
さ
を
通
し
て
、
所
得
控
除
に
係
る
そ
う
し
た

デ
メ
リ
ッ
ト
を
相
殺
す
る
と
い
う
目
的
で
累
進
性
を
高
め
る
こ
と
を
以
て
（
政
治
的
な
合
意
調
達
可
能
性
と
い
う
点
も
含
め
て
）
正
当
化

さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
そ
れ
は
累
進
税
率
の
構
造
に
拠
る
程
度
問
題
も
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
最
近
の
所
得

再
分
配
を
指
向
す
る
租
税
政
策
に
対
す
る
重
要
な
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
論
に
よ
る
と
、
わ
が
国
の
税
制
改
正
の
経
緯
と
し
て
、

（
469
） 　

そ
も
そ
も
、厚
生
経
済
学
の
議
論
に
立
ち
返
る
と
（
例
え
ば
、林
正
義
／
小
川
光
／
別
所
俊
一
郎
『
公
共
経
済
学
』（
有
斐
閣
、二
〇
一
〇
年
）
五
一
頁
以
下
）、

各
自
の
予
算
制
約
と
効
用
曲
線
と
の
組
み
合
わ
せ
に
基
づ
き
、
最
も
高
い
効
用
状
態
を
実
現
す
る
資
源
配
分
を
な
す
と
い
う
政
策
を
考
え
る
際
に
、
課
税
に

よ
る
所
得
の
国
庫
移
転
に
係
る
手
法
・
態
様
は
、
そ
こ
で
は
差
し
当
た
り
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
手
許
に
残
さ
れ
た
資
源
の
量
が
問
題
と
な
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
何
等
か
の
法
的
制
約
原
理
は
無
視
し
え
な
い
が
、
そ
の
枠
内
で
の
政
策
選
択
肢
の
取
捨
選
別
は
、
租
税
立
法
者
の
判
断
を
以
て
な
さ
れ
う
る
。

（
470
） 　

谷
口
・
前
掲
注
（
445
）
三
六
九
―
三
七
〇
頁
。
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消
費
税
導
入
と
高
所
得
者
に
対
す
る
税
率
引
下
げ
を
併
せ
て
行
い
、
累
進
度
の
緩
和
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
情
に
着
目
し
、
高
所
得
者
に

対
す
る
所
得
増
税
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
る）

471
（

。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
先
ほ
ど
触
れ
た
が
、
こ
れ
は
性
質
上
所
得
税
率
の
引
下
げ
を
要
求
す

る
事
象
で
あ
り
、そ
う
し
た
租
税
政
策
は
一
見
所
得
再
分
配
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、経
済
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
所
得
再
分
配
と
の
（
必
然
的
）
相
克
で
あ
り
、
こ
の
解
消
は
現
代
の
租
税
政
策
論
に
突
き
付
け
ら
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
と

言
い
う
る
。
こ
れ
に
対
す
る
際
し
当
た
っ
て
の
解
答
で
あ
る
が）

472
（

、
税
率
（
税
負
担
で
は
な
い
！
）
の
引
上
げ
に
よ
る
再
分
配
の
強
化
政
策

が
問
題
で
あ
れ
ば）

473
（

、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
に
拠
る
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
高
所
得
者
の
税
負
担
の
引
上
げ
を
指
向
し
た
結
果
と

し
て
、前
叙
の
基
礎
控
除
改
革
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
所
得
控
除
の
縮
小
に
よ
り
、課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

さ
ら
に
は
、
所
得
控
除
に
係
る
高
所
得
者
に
対
す
る
有
利
性
と
い
う
批
判
も
か
わ
し
う
る
。
後
に
簡
単
に
触
れ
る
給
付
付
き
税
額
控
除
は
、

こ
の
点
を
克
服
す
る
と
も
言
い
う
る
が
、
い
く
つ
か
の
理
由
（
政
治
的
な
も
の
、
技
術
的
な
も
の
）
に
よ
る
別
の
政
策
形
成
に
係
る
与
件

に
よ
り
、
学
説
の
整
理
に
よ
る
と
困
難
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
所
得
控
除
の
制
度
は
政
策
選
択
肢
か

（
471
） 　

渡
辺
裕
泰
「
高
額
所
得
者
の
所
得
税
増
税
―
再
分
配
機
能
と
働
く
意
欲
―
」
税
経
通
信
二
〇
一
二
年
一
〇
月
号
二
頁
以
下
。

（
472
） 　

本
文
中
に
述
べ
た
こ
と
に
加
え
て
、
い
わ
ゆ
る
二
元
的
所
得
税
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
も
と
に
お
け
る
所
得
税
制
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
こ
の
税
制
は
、
中
立
性
を
充
足
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
構
造
上
公
平
性
を
侵
害
す
る
。
そ
こ
で
、
所
得
税
制
の
枠
内
の
み
で
は
な
く
、
租

税
体
系
全
体
を
通
じ
て
公
平
性
の
実
現
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
二
元
的
所
得
税
を
導
入
し
た
国
の
税
制
改
革
を
参
照
す
る
と
、例
え
ば
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、

不
動
産
税
を
導
入
し
た
り
、
低
所
得
者
対
策
を
充
実
し
た
り
と
、
所
得
税
制
に
お
け
る
不
公
平
性
を
他
の
箇
所
で
調
整
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

認
識
す
る
必
要
が
あ
る
（
参
照
、
森
信
茂
樹
「
二
元
的
所
得
税
再
考
―
公
平
と
効
率
の
両
立
に
向
け
て
」
土
居
丈
朗
編
『
日
本
の
税
を
ど
う
見
直
す
か
』（
日

本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
）。
前
叙
の
公
平
性
の
侵
害
を
直
視
す
る
と
、
こ
う
し
た
形
態
で
の
税
制
改
正
を
以
て
、
は
じ
め
て
二

元
的
所
得
税
の
導
入
は
理
論
的
に
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
。

（
473
） 　

渡
辺
・
前
掲
注
（
471
）
四
頁
。
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ら
外
し
え
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
解
消
す
る
途
の
探
索
と
い
う
作
業
に
戻
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
現
行
制
度

は
か
よ
う
な
取
捨
選
択
作
業
の
帰
結
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（3）　

配
偶
者
控
除

　

次
に
、
巷
間
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
配
偶
者
控
除
の
廃
止
論
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
女
性
の
社
会
進
出
の

阻
害
要
因
と
し
て
の
悪
評
が
あ
る）

474
（

。
配
偶
者
控
除
に
せ
よ
、
配
偶
者
特
別
控
除
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
は
、
農
業
所
得
者
・
自
営
業
者
の
税

負
担
軽
減
措
置（
法
人
成
り
、み
な
し
法
人
課
税
制
度
）の
恩
恵
を
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
に
も
及
ぼ
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た）

475
（

。
す
な
わ
ち
、

所
論
の
ま
と
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
後
に
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
い
わ
ゆ
る
上
乗
せ
分
の
廃
止
等
の
改
革
は
あ
っ
た
も
の
の
、
元
来
は
、

農
業
所
得
者
に
つ
き
、
青
色
・
白
色
申
告
専
従
者
控
除
の
導
入
と
並
行
し
て
、
そ
れ
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
て
給
与
所
得
者
の
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
、拡
充
を
経
て
き
た
。
そ
の
背
後
に
は
、自
民
党
と
社
会
党
等
の
野
党
と
の
間
に
お
け
る
集
票
競
争
が
あ
っ
た
。

自
民
党
は
農
業
・
自
営
業
者
を
票
田
と
し
て
持
ち
、
後
者
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
を
票
田
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
自
民
党
は
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
層
に
も
配
慮
し
て
、
野
党
の
減
税
要
求
を
受
け
入
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
加
え
て
、
所
得
税
に
つ
い
て
は
捕
捉
率
の
問
題
も
あ
り
、

減
税
に
結
び
付
い
た
が
、
こ
れ
は
後
の
消
費
税
導
入
の
契
機
と
も
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
と
も
、
所

論
に
よ
れ
ば
、
女
性
の
社
会
進
出
の
進
展
と
は
無
関
係
に
拡
充
の
様
相
を
呈
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
保
障
政
策
の
持
続
可
能
性
と
い
う
点
を
併
せ
見
て
も
、
女
性
の
社
会
進
出
に
よ
る
就
労
者
の

増
加
は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
り
、
政
策
的
な
支
援
が
必
要
と
も
言
え
、
正
当
化
も
さ
れ
よ
う
。
最
近
で
も
、
女
性
の
就
労
に
つ
き
、
例
え
ば

「
・
・
・
い
わ
ゆ
る
「
103
万
円
」
の
壁
が
心
理
的
な
壁
と
し
て
作
用
し
て
い
る
・
・
・
」、「
・
・
・
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
を
続
け
人
手

（
474
） 　

学
説
と
し
て
、
例
え
ば
、
森
信
茂
樹
「
少
子
化
問
題
と
税
制
を
考
え
る
」
季
刊
社
会
保
障
研
究
四
三
巻
三
号
二
三
五
頁
。

（
475
） 　

豊
福
実
紀
「
配
偶
者
控
除
制
度
の
変
遷
と
政
治
的
要
因
」
社
会
保
障
研
究
一
巻
四
号
八
四
八
頁
以
下
。
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不
足
と
感
じ
て
い
る
企
業
が
多
い
中
、
パ
ー
ト
収
入
を
一
定
の
範
囲
内
に
抑
え
る
た
め
に
就
業
時
間
を
抑
え
る
傾
向
は
、
最
低
賃
金
が
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
さ
ら
に
強
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
・
・
・
」）

476
（

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
女

性
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
選
択
を
歪
曲
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
と
換
言
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、逆
に
、夫
婦
形
態
と
し
て
、

男
性
片
稼
ぎ
夫
婦
も
一
つ
の
夫
婦
の
形
で
あ
っ
て
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
選
択
の
自
由
の
帰
結
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
廃
止
は
困
難
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
、
租
税
政
策
の
あ
り
方
の
観
点
か
ら
「
・
・
・
わ
が
国
の
個
人
所
得
課
税
に
お
い
て
は
、
一
定
の
収
入
以
下
の
扶
養
親
族

を
有
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
事
情
に
応
じ
て
納
税
者
の
担
税
力
の
減
殺
を
調
整
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
配
偶
者
控
除
も
そ
の
仕
組
み

の
一
つ
で
あ
る
」）

477
（

と
さ
れ
る
こ
と
も
、（
傍
線
部
は
個
々
の
納
税
義
務
者
の
世
帯
の
判
断
（
就
労
す
る
か
否
か
）
に
応
じ
た
担
税
力
の
減

殺
を
尊
重
す
る
こ
と
を
指
そ
う
か
）
同
旨
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
配
偶
者
控
除
は
、
所
得
の
う
ち
本
人
お
よ
び
そ
の
家

族
の
最
低
限
度
の
生
活
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
部
分
は
担
税
力
を
も
た
な
い
、
と
い
う
性
格
も
あ
る
た
め）

478
（

、
収
入
の
な
い
配
偶
者
の
消

費
生
活
に
係
る
経
済
的
基
盤
の
保
障
で
あ
る
点
を
も
併
せ
着
目
す
る
と
、
や
は
り
廃
止
は
不
可
能
に
思
え
る
。
ま
た
、
専
業
主
婦
は
家
計

に
追
加
的
負
担
が
か
か
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
い
わ
ゆ
る
内
助
の
功
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
配
偶
者
控
除
が
正

当
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る）

479
（

。
所
論
は
、
前
者
に
つ
い
て
、
結
婚
に
よ
り
担
税
力
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
の
か
は
世
帯
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
で
、
一
律
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
配
偶
者
を
、
担
税
力
と
い
う
面
で
の
配
慮
が
必
要
な
関
係
と
一
方
的
に
位
置
付
け
る
こ
と

に
は
疑
問
が
あ
る
と
す
る）

480
（

。
確
か
に
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
所
論
は
、
配
偶
者
控
除
が
持
つ
、
配
偶
者
の
最
低
生
活
費
非
課
税
と
い

（
476
） 　

自
由
民
主
党
／
公
明
党
『
平
成
29
年
度
税
制
改
正
大
綱
』（
平
成
二
八
年
一
二
月
八
日
）
三
―
四
頁
。

（
477
） 　

自
由
民
主
党
／
公
明
党
・
前
掲
注
（
476
）
三
頁
。

（
478
） 　

金
子
・
前
掲
注
（
466
）
二
一
〇
頁
。

（
479
） 　

以
上
、
森
信
・
前
掲
注
（
474
）
二
三
五
頁
の
指
摘
。
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う
要
請
を
克
服
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
続
け
て
、
後
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
と
し
て
も
、
専
業
主
婦
の
専
売
特
許
で
は

な
く
、
共
稼
ぎ
の
増
え
て
い
る
今
日
、
家
事
・
育
児
は
働
く
女
性
も
負
担
し
て
い
る
、
さ
ら
に
、「
内
助
の
功
」
の
お
か
げ
で
夫
は
安
心

し
て
働
く
こ
と
が
出
来
、
よ
り
高
い
所
得
を
稼
ぐ
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、「
内
助
の
功
」
は
既
に
金
銭
的
に
評
価
さ

れ
て
い
る
、
と
す
る）

481
（

。
さ
て
、
内
助
の
功
を
強
調
し
つ
つ
（
こ
の
立
場
に
は
帰
属
所
得
論
の
見
地
か
ら
理
論
的
に
疑
義
を
呈
し
得
る）

482
（

）、

配
偶
者
控
除
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
専
業
主
婦
に
よ
る
夫
の
経
済
活
動
の
支
え
が
、
そ
の
費
用
と
し
て
位
置
付
け
を
持
ち

う
る
の
で
、そ
れ
を
夫
の
収
入
金
額
か
ら
控
除
す
る
途
が
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、所
論
も
述
べ
る
よ
う
に
、

専
業
主
婦
で
な
く
と
も
、
妻
が
（
専
業
主
婦
と
比
し
た
質
量
の
あ
り
う
る
差
は
取
り
敢
え
ず
措
く
と
し
て
）
家
事
を
担
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
正
当
化
は
難
し
い
。
し
か
も
、
こ
の
論
理
に
よ
る
と
、
配
偶
者
控
除
を
通
じ
て
配
偶
者
の
内
助
の
功
を
促
進
す
る
と
い
う
政

策
税
制
的
な
要
素
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
繋
が
り
、
政
治
的
困
難
は
措
く
と
し
て
も
、
存
在
の
論
理
的
必
然
性
を
失
う
た
め
改
廃
は
容
易

と
な
り
、
前
叙
の
配
偶
者
の
最
低
生
活
費
非
課
税
と
い
う
最
も
重
要
な
要
素
と
は
必
ず
し
も
相
容
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
配
偶
者
控
除
は

前
叙
の
最
低
生
活
費
非
課
税
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
十
分
に
論
証
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
改
正
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
や
や
強
引
で
は
あ
る
が
、
次
の
二
つ
の
見
方
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
に
、
配
偶
者
控
除

の
引
下
げ
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
夫
の
税
負
担
に
つ
い
て
配
偶
者
控
除
に
よ
る
税
負
担
軽
減
効
果
、

さ
ら
に
は
そ
の
結
果
手
許
に
残
る
生
活
原
資
の
金
額
が
少
な
く
な
る
以
上
、
妻
も
就
労
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
判
断
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
こ
の
改
正
策
は
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
枠
に
と
ど
ま
る
と
い
う
よ
り
は
、
就
労
を
し
な
け
れ
ば
従
前
と
比
し
て
家
計
所
得
は

（
480
） 　

森
信
・
前
掲
注
（
474
）
二
三
五
頁
。

（
481
） 　

森
信
・
前
掲
注
（
474
）
二
三
五
頁
。

（
482
） 　

豊
福
・
前
掲
注
（
475
）
八
四
九
頁
の
注
９
。
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減
少
す
る
の
で
、就
労
を
強
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
と
さ
え
言
い
う
る
。
加
え
て
、金
額
の
水
準
に
つ
い
て
一
義
的
な
決
定
は
無
理
に
せ
よ
、

未
就
労
の
配
偶
者
の
生
活
基
盤
の
水
準
を
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
の
観
点
か
ら
操
作
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
そ
こ
で
、
二
に
、
就
労
促
進
の
た
め
に
、
配
偶
者
控
除
の
適
用
排
除
に
係
る
基
準
値
を
引
上
げ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

主
婦
が
一
層
多
く
所
得
を
得
る
た
め
に
就
労
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
平
成
二
九
年
度
、
平
成
三
〇
年
度
に
お
け
る
累

次
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
一
〇
三
万
円
の
壁
の
基
準
値
を
、
一
五
〇
万
円
に
引
上
げ
る
こ
と
が
な
さ
れ
た
（
配
偶
者
特
別
控
除

の
最
高
控
除
額
の
適
用
に
つ
い
て
、
所
得
税
法
八
三
条
の
二
第
１
項
１
号
イ
）。
但
し
、
担
税
力
の
調
整
の
必
要
性
に
基
づ
き）

483
（

（
税
収
中

立
の
意
図
も
あ
る）

484
（

）、
配
偶
者
控
除
制
度
の
適
用
さ
れ
る
納
税
義
務
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
に
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。

（4）　

医
療
費
控
除
の
特
例
―
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
に
つ
い
て
―

　

こ
こ
で
社
会
保
障
と
税
制
と
の
関
係
を
考
え
る
素
材
と
し
て
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
こ
れ
は
、

端
的
に
は
、
一
定
の
医
薬
品
（
＝
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
（
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
う
ち
、
医
療
用
か
ら
転
用
さ
れ
た

医
薬
品
）））

485
（

の
購
入
を
行
っ
た
場
合
、
医
療
費
控
除）

486
（

の
特
例
を
認
め
、
一
定
の
金
額
に
つ
き
所
得
控
除
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
税

制
は
、
疾
病
予
防
・
健
康
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
政
策
的
控
除
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
、
前
叙
の

医
療
費
控
除
の
特
例
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
医
療
費
控
除
は
、
通
常
、
健
康
損
害
の
回
復
の
た
め
の
、
納
税
者
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
や

（
483
） 　

自
由
民
主
党
／
公
明
党
・
前
掲
注
（
476
）
四
頁
。

（
484
） 　

自
由
民
主
党
／
公
明
党
・
前
掲
注
（
476
）
四
頁
。

（
485
） 　

な
お
、
後
藤
励
／
井
深
陽
子
『
健
康
経
済
学　

市
場
と
規
制
の
あ
い
だ
で
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
二
四
六
頁
。

（
486
） 　

こ
れ
に
関
す
る
筆
者
の
論
稿
と
し
て
、
手
塚
貴
大
「
所
得
税
法
と
医
療
費
控
除
（
一
）・（
二
・
完
）
―
そ
の
制
度
の
あ
り
方
と
解
釈
論
に
係
る
若
干
の
検

討
―
」
自
治
研
究
九
〇
巻
五
号
一
六
頁
以
下
、
同
六
号
四
四
頁
以
下
。
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む
を
得
ざ
る
支
出
に
つ
い
て
所
得
控
除
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
学
説
の
整
理
と
し
て
は
不
慮
損
害
控
除
に
分
類
さ
れ
る）

487
（

。

し
た
が
っ
て
、
改
め
て
、
医
療
費
控
除
は
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
と
は
性
格
が
異
な
る
も
の
と
言
え
る
。

　

な
お
、
医
療
費
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
適
用
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
医
療
費
控
除
の

適
用
が
あ
る
ほ
ど
に
医
療
費
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
医
療
機
関
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
予
防
効
果
が
な
い
場
合
で
あ
る
と
い
う
仮
定
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
曰
く
、「
適
切
な
健
康
管
理
の
下

で
医
療
用
医
薬
品
か
ら
の
代
替
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
検
診
、
予
防
接
種
等
を
受
け
て
い
る
個
人
を
対
象
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ス
イ
ッ
チ

Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
購
入
費
用
に
つ
い
て
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
自
主
服
薬
）
推
進
の
た
め
の
所
得
控
除
制
度
（
医
療
費
控
除
の
控

除
額
計
算
上
の
特
例
措
置
）
を
導
入
す
る
。」）

488
（

と
。
こ
の
引
用
文
は
既
に
触
れ
た
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
概
要
で
あ
り
、
そ

こ
に
、
医
療
費
抑
制
は
（
予
防
を
通
じ
た
医
療
費
抑
制
が
傍
線
部
の
内
実
に
示
唆
さ
れ
と
も
解
釈
し
う
る
が
）
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
は

い
な
い
。

　

続
い
て
、
令
和
三
年
度
は
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
改
正
が
企
図
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
係
る
基
本
的
考
え
方
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
曰
く
、「
少
子
高
齢
化
社
会
の
中
で
は
限
り
あ
る
医
療
資
源
を
有
効
活
用
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
健
康
づ
く
り
を
促

進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
国
民
が
適
切
な
健
康
管
理
の
下
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
自
主
服
薬
）
に
取
り
組
む
環
境
を
整
備

す
る
こ
と
が
、
医
療
費
の
適
正
化
に
も
資
す
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
に
つ
い
て
、
対
象
を
よ
り
効

果
的
な
も
の
に
重
点
化
し
た
上
で
、
五
年
の
延
長
を
行
う
。
具
体
的
に
は
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
成
分
の
中
で
も
効
果
の
薄
い
も
の
は
対
象
外

（
487
） 　

谷
口
・
前
掲
注
（
445
）
三
七
三
頁
。

（
488
） 　

自
由
民
主
党
／
公
明
党
『
平
成
28
年
度
税
制
改
正
大
綱
』（
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
）
八
―
九
頁
。
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と
す
る
一
方
で
、
と
り
わ
け
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
薬
効
（
三
薬
効
程
度
）
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
成
分
以
外
の
成
分
に

も
対
象
を
拡
大
し
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
等
に
つ
い
て
は
専
門
的
な
知
見
も
活
用
し
決
定
す
る
。
併
せ
て
、
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
と
と

も
に
、
本
制
度
の
効
果
検
証
を
行
う
た
め
、
適
切
な
指
標
を
設
定
し
た
上
で
評
価
を
行
い
、
次
の
適
用
期
限
の
到
来
時
に
そ
の
評
価
を
踏

ま
え
て
制
度
の
見
直
し
等
を
含
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」）

489
（

と
。
こ
こ
で
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
創
設
時
に
必
ず
し

も
明
確
で
は
な
か
っ
た
医
療
費
抑
制
の
政
策
的
意
図
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
政
策
効
果
の
獲
得
と
の
関
係
で
、
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
対
象
組
み
替
え
が
企
図
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
た
検
討
素
材
と
し
て
、
厚
生

労
働
省
医
政
局
経
済
課
に
よ
り
論
点
の
提
供
が
な
さ
れ
て
い
る

）
490
（

。
大
ま
か
に
整
理
す
れ
ば
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
義
、
医
療

費
適
正
化
以
外
の
視
点
の
要
否
、効
果
検
証
の
適
切
な
指
標
、対
象
範
囲
の
確
定
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

491
（

。
特
に
、セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
を
政
策
税
制
と
性
質
決
定
す
れ
ば
、
政
策
目
的
実
現
の
た
め
に
、
政
策
効
果
の
獲
得
を
目
指
し
て
改
正
が
期
さ
れ
る
の

は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
提
起
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
（
税
制
の
政
策
効
果
と
そ
の
指
標
）
の
み
回
答
し
て
み
る
。

具
体
的
に
は
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
対
象
と
し
て
如
何
な
る
も
の
が
含
ま
れ
る
か
（
対
象
絞
り
込
み
）、
で
あ
る
。
差
し

当
た
っ
て
、
例
え
ば
、
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
販
売
量）

492
（

、
お
よ
び
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
利
用
率
が
低
い
も
の）

493
（

に
つ
い
て
は
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
う
し
た
疾
病
に
は
別
の
方
途
に
よ
る
対
応
（
治
療
、
予
防
）
が
確
立
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
489
） 　

自
由
民
主
党
／
公
明
党
『
令
和
３
年
度
税
制
改
正
大
綱
』（
令
和
二
年
一
二
月
一
〇
日
） 　

一
六
頁
。

（
490
） 　

厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
「
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
見
直
し
に
つ
い
て
（
第
１
回
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
推
進
に
関
す
る
有
識
者
検

討
会　

資
料
１
）」（
令
和
三
年
二
月
三
日
）。

（
491
） 　

厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
・
前
掲
注
（
490
）
九
頁
。

（
492
） 　

厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
・
前
掲
注
（
490
）
二
八
―
三
〇
頁
。
薬
効
上
位
に
つ
い
て
は
、
売
上
は
若
干
上
向
き
と
さ
れ
る
（
二
八
頁
）。

（
493
） 　

厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
・
前
掲
注
（
490
）
二
〇
―
二
三
頁
。
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但
し
、
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
適
用
に
よ
っ
て
販
売
量
・
利
用
率
の
上
昇
が
見
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
（
尤
も
、
ど
の
程

度
の
上
昇
を
以
て
適
用
対
象
と
す
る
か
、
そ
の
閾
値
の
設
定
は
難
し
い
）、
対
象
と
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
次
に
、
医
療
機
関
の
利
用
回

数
に
つ
い
て
で
あ
る
が）

494
（

、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
を
利
用
す
れ
ば
、
医
療
機
関
を
利
用
し
な
く
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
対
象
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
何

故
な
ら
、
こ
の
場
合
は
Ｏ
Ｔ
Ｃ
の
利
用
を
通
じ
て
医
療
費
の
抑
制
が
奏
功
す
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
医
療
費
抑
制
は
長
期
的
に
見
る
必
要
も
あ
る
し
、
仮
に
抑
制
が
認
識
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
要
因
分
析
が
可
能
か
ど
う
か
も

問
題
と
な
る
。

（5）　

補
論
―
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
控
除
―

　

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
控
除
も
税
制
改
正
要
望
と
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
控
除
は
、
特
定
支
出
控
除
の
枠

内
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る）

495
（

。
こ
の
点
、
何
故
こ
う
し
た
限
定
を
す
る
の
か
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
例
え
ば
、
自
営
業
者
に
は
適

用
で
き
な
い
の
で
不
公
平
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
疑
問
は
当
然
に
出
て
く
る
。
あ
く
ま
で
、
推
測
で
は
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
主
婦
の
就

労
支
援
の
た
め
の
税
制
で
あ
る
た
め
、
自
営
業
者
に
も
適
用
拡
大
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
自
営
業
者
の
も
と
で
は
通
常
は

（
妻
も
含
め
て
）
家
族
が
か
か
る
家
業
を
手
伝
っ
て
い
る
の
で
、
政
策
的
に
促
進
す
る
も
の
は
な
い
と
い
う
仮
定
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

加
え
て
、
同
じ
く
自
営
業
者
の
設
例
の
も
と
で
、
妻
が
夫
の
経
済
活
動
を
補
助
す
る
た
め
の
支
出
を
、
夫
の
も
と
で
所
得
控
除
を
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
本
筋
か
ら
す
れ
ば
、
特
定
支
出
控
除
の
枠
内
で
な
く
、
稼
得
形
態
に
関
係
な
く

所
得
控
除
を
認
め
る
制
度
再
設
計
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

（
494
） 　

厚
生
労
働
省
医
政
局
経
済
課
・
前
掲
注
（
490
）
一
九
頁
。

（
495
） 　

こ
の
点
、
森
信
茂
樹
「
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
代
と
特
定
支
出
控
除
」m

onthly TA
X

 view
s　

-N
o.32-

（https://profession-net.com
/professionjournal/

incom
e-article-140/

。
二
〇
二
二
年
二
月
七
日
最
終
確
認
）
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な
お
、
特
定
支
出
控
除
は
、
平
成
二
四
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
適
用
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
る
お
り
、
特
定
支
出
が
給
与
所
得
控
除
額

の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
、
特
定
支
出
控
除
の
適
用
が
可
能
と
な
る
（
所
得
税
法
五
七
条
の
二
第
二
項
）。
し
か
し
、
給
与
所
得
の
枠

内
で
は
、
納
税
申
告
が
常
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
定
支
出
控
除
と
し
て
の
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
控
除
は
利
用
件
数
に
つ
い
て
な
お

多
数
を
占
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
控
除
に
期
待
さ
れ
る
政
策
効
果
は
期
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か）

496
（

。

３　

税
額
控
除
論
―
給
付
付
き
税
額
控
除
に
つ
い
て
―

　

既
に
見
た
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
所
得
税
制
の
枠
組
み
で
、
主
観
的
担
税
力
を
考
慮
す
る
手
段
と
し
て
は
所
得
控
除
が
あ
る
。
学
説
上
、

最
低
生
活
費
非
課
税
の
原
則
と
い
う
言
わ
れ
方
を
す
る
よ
う
に）

497
（

、
こ
れ
は
い
わ
ば
処
分
不
可
能
性
を
有
す
る
担
税
力
の
増
加
分
に
つ
い
て

課
税
除
外
を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る）

498
（

。
こ
の
よ
う
に
、
課
税
所
得
計
算
に
お
い
て
、
一
定
範
囲
で
の
税
負
担
調
整
措
置
は
必
要
で
あ
っ
て
、

所
得
控
除
は
そ
の
手
段
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
所
得
控
除
の
問
題
点
は
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
所
得
控
除
は
高

所
得
者
に
有
利
な
制
度
で
あ
る
こ
と
、
所
得
が
な
け
れ
ば
適
用
で
き
な
い
と
い
っ
た
難
点
が
あ
る
。
特
に
、
所
得
控
除
に
よ
る
課
税
ベ
ー

ス
の
浸
食
は
、
わ
が
国
の
税
制
の
特
徴
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た）

499
（

。

　

そ
こ
で
、
そ
う
し
た
難
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
別
の
選
択
肢
と
し
て
税
額
控
除
が
あ
り
、
所
得
控
除
の
問
題
点
を
除
去
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
る
に
止
め
る
。
わ
が
国
で
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い

（
496
） 　

前
掲
注
（
495
）
の
森
信
論
稿
も
同
旨
か
。

（
497
） 　

谷
口
・
前
掲
注
（
445
）
三
六
九
―
三
七
〇
頁
。

（
498
） 　

基
礎
控
除
相
当
部
分
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
ゼ
ロ
税
率
の
適
用
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
、
効
果
を
別
途
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

（
499
） 　

詳
細
は
、
参
照
、
田
近
栄
治
／
八
塩
裕
之
「
税
収
の
確
保
と
格
差
の
是
正
―
給
付
付
き
税
額
控
除
制
度
の
導
入
」
土
居
編
・
前
掲
注
（
472
）
五
九
頁
以
下
。

所
論
に
よ
る
と
、（
執
筆
当
時
の
）
わ
が
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
個
人
所
得
税
収
の
割
合
の
低
さ
、税
と
社
会
保
険
料
の
合
計
負
担
率
の
低
さ
、さ
ら
に
は
、（
逆

進
性
も
含
め
た
）
所
得
控
除
の
高
さ
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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る
の
が
、
給
付
付
き
税
額
控
除
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
い
わ
ゆ
る
負
の
所
得
税
の
構
想
を
基
点
と
し
、
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
ー
の
思
想）

500
（

を
そ

の
背
景
に
持
つ
も
の
と
言
え
る
。
税
額
控
除
も
実
質
的
に
は
主
観
的
担
税
力
に
対
す
る
配
慮
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
所
得
控

除
の
代
替
肢
と
な
り
う
る
。
給
付
付
き
税
額
控
除
は
、
端
的
に
は
、
所
得
の
多
寡
に
応
じ
て
給
付
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
所
得
が
増

加
す
る
に
応
じ
て
、
定
率
補
助
（
逓
増
部
分
、
フ
ェ
ー
ズ
・
イ
ン
）、
定
額
補
助
（
フ
ラ
ッ
ト
）
を
与
え
、
さ
ら
に
、
所
得
が
相
応
の
水

準
に
達
す
る
と
、
補
助
が
定
率
で
減
額
さ
れ
（
逓
減
部
分
、
フ
ェ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
）、
最
終
的
に
補
助
が
ゼ
ロ
と
な
る
と
い
う
仕
組
み
を

持
つ）

501
（

。

　

こ
の
税
額
控
除
を
議
論
す
る
に
際
し
て
、
着
目
さ
れ
る
点
と
し
て
、
貧
困
問
題
を
関
連
さ
せ
つ
つ
就
労
促
進
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ

る）
502
（

。
通
常
、
貧
困
に
対
応
す
る
制
度
と
し
て
は
、
生
活
保
護
が
あ
る
。
こ
れ
は
生
活
保
護
の
受
給
者
が
自
ら
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

収
入
に
つ
い
て
、
生
活
保
護
基
準
と
稼
得
収
入
と
の
差
額
が
支
給
さ
れ
る
（
生
活
保
護
法
四
条
一
項
）。
と
こ
ろ
が
、
生
活
保
護
の
も
と

に
お
い
て
は
、
自
ら
稼
得
す
る
収
入
が
増
加
す
る
と
、（
勤
労
控
除）

503
（

は
別
に
し
て
）
そ
の
分
生
活
保
護
給
付
が
減
少
し
て
い
く
と
い
う
特

徴
が
あ
る）

504
（

。
こ
こ
で
就
労
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
削
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
律
的
な
生
活
を
営
ま
せ
る
と
い
う
生
活

保
護
法
の
目
的
は
こ
の
点
で
実
現
困
難
と
な
る
。
し
か
も
、
賃
金
率
が
低
く
、
保
護
水
準
が
相
応
に
高
い
場
合
に
は
、
就
労
を
伴
わ
な
い

（
500
） 　

橘
木
俊
詔
「
社
会
保
障
の
担
い
手
と
負
担
の
あ
り
方
」
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
編
・
前
掲
注
（
235
）
一
〇
三
頁
、
諸
富
徹
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化

に
よ
る
貧
困
の
拡
大
と
給
付
付
き
税
額
控
除
」
同
編
著
・
前
掲
注
（
467
）
二
〇
四
頁
。

（
501
） 　

林
／
小
川
／
別
所
・
前
掲
注
（
469
）
二
九
九
頁
以
下
。

（
502
） 　

國
枝
繁
樹
「
公
的
扶
助
の
経
済
理
論
Ⅰ
：
公
的
扶
助
と
労
働
供
給
」
阿
部
彩
／
國
枝
繁
樹
／
鈴
木
亘
／
林
正
義
『
生
活
保
護
の
経
済
分
析
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
六
九
頁
以
下
。

（
503
） 　

小
塩
／
田
近
／
府
川
・
前
掲
注
（
18
）
一
四
六
―
一
四
七
頁
。

（
504
） 　

こ
の
点
、
林
／
小
川
／
別
所
・
前
掲
注
（
469
）
三
〇
一
頁
。
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補
助
の
み
の
生
活
に
よ
り
就
労
し
た
場
合
と
比
し
て
高
い
効
用
を
得
ら
れ
る
（
貧
困
の
罠
））

505
（

。
そ
こ
で
、
給
付
付
き
税
額
控
除
制
度
を
導

入
し
、
低
所
得
の
段
階
で
は
就
労
す
る
と
給
付
額
を
増
額
し
、
稼
得
所
得
が
一
定
額
を
超
え
る
と
、
給
付
額
が
一
定
、
そ
の
後
逓
減
す
る

と
い
う
制
度
が
構
想
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

506
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
生
活
保
護
制
度
の
も
と
で
見
ら
れ
た
低
所
得
段
階
で
の
就
労
に
係
る
デ
ィ
ス

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
生
じ
さ
せ
ず
に
、
就
労
促
進
が
可
能
と
な
る）

507
（

。
し
た
が
っ
て
、（
負
の
所
得
税
も
そ
う
で
あ
る
が
）
給
付
付
き
税
額

控
除
は
、
貧
困
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
個
人
の
自
律
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
税
制
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
生
活
保
護
に
お
け
る

勤
労
控
除
に
係
る
不
十
分
さ
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
事
実
と
し
て
、
貧
困
状
態
に
あ
る
者
に
つ
い
て
高
齢
者
の
割
合
が
高

い
と
さ
れ
て
い
る）

508
（

。
例
え
ば
、
年
金
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
負
担
を
根
拠
と
し
て
（
所
論
に
言
う
と
こ
ろ
の
流
動
性
制
約
要
因
。
な
お
、

年
金
の
未
加
入
・
未
納
の
要
因
は
他
に
も
あ
る
が
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
）、
保
険
料
の
未
納
、
さ
ら
に
は
未
加
入
が
見
ら
れ
る）

509
（

。
年
金
の

保
険
料
の
未
納
等
が
継
続
す
れ
ば
、
高
齢
期
に
生
活
を
維
持
す
る
経
済
力
を
獲
得
で
き
な
い
事
態
に
結
び
付
く
わ
け
で
、
こ
こ
に
も
、
社

会
保
険
料
に
係
る
給
付
付
き
税
額
控
除
を
導
入
す
る
意
義
を
見
出
し
う
る）

510
（

。
加
え
て
、
給
付
付
き
税
額
控
除
は
選
別
主
義
を
ベ
ー
ス
と
す

る
こ
と
な
く
、
制
度
上
普
遍
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
生
活
保
護
申
請
に
基
づ
き
生
じ
る
ス
テ
ィ
グ
マ
感
情
も
回
避
で
き

る）
511
（

。
以
上
を
要
す
る
に
、（
低
所
得
者
に
対
す
る
就
労
強
制
で
あ
る
と
の
批
判）

512
（

は
あ
り
つ
つ
も
）
就
労
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
の
支

（
505
） 　

林
／
小
川
／
別
所
・
前
掲
注
（
469
）
二
九
四
頁
。

（
506
） 　

森
信
茂
樹
編
著
『
給
付
付
き
税
額
控
除　

日
本
児
童
税
額
控
除
の
提
言
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
八
年
）
一
八
頁
以
下
。

（
507
） 　

國
枝
・
前
掲
注
（
502
）
六
一
頁
。

（
508
） 　

阿
部
彩
「
日
本
の
貧
困
の
実
態
と
貧
困
政
策
」
阿
部
／
國
枝
／
鈴
木
／
林
・
前
掲
注
（
502
）
三
二
頁
以
下
。

（
509
） 　

阿
部
彩
「
国
民
年
金
の
未
加
入
・
未
納
問
題
と
生
活
保
護
」
阿
部
／
國
枝
／
鈴
木
／
林
・
前
掲
注
（
502
）
一
三
七
頁
以
下
。

（
510
） 　

小
塩
／
田
近
／
府
川
・
前
掲
注
（
18
）
一
五
九
頁
。

（
511
） 　

森
信
編
著
・
前
掲
注
（
506
）
三
八
頁
。
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払
い
、
租
税
の
納
付
も
可
能
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
社
会
保
障
制
度
を
支
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
本
稿
で
も
既
に

触
れ
た
就
労
可
能
性
の
創
出
に
係
る
労
働
政
策
に
関
す
る
議
論
も
併
せ
見
る
と
、
給
付
付
き
税
額
控
除
は
社
会
保
障
制
度
の
持
続
可
能
性

を
支
え
る
出
発
点
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
給
付
付
き
税
額
控
除
の
制
度
設
計
上
の
論
点
に
つ
い
て
、
若
干
付
言
し
て
お
こ
う
。
一
に
、
税
額
控
除
の
対
象
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
勤
労
、
児
童
、
社
会
保
険
料
、
Ｇ
Ｓ
Ｔ
の
各
税
額
控
除
に
言
及
さ
れ
る
よ
う
に）

513
（

、
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
給
付
を
伴
わ
な
い
税
額
控
除
も
あ
る
。
そ
の
取
捨
選
択
に
際
し
て
は
、
給
付
付
き

税
額
控
除
の
採
用
の
背
景
と
い
う
、
そ
の
都
度
の
社
会
経
済
上
の
要
請
に
関
連
す
る
何
某
か
の
目
的
と
の
兼
ね
合
い
で
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
は）

514
（

、
所
得
税
の
フ
ラ
ッ
ト
化
が
な
さ
れ
、
高
所
得
者
に
有
利
な
税
制
が
構
築
さ
れ
た
た
め
、
そ

の
批
判
を
か
わ
す
べ
く
（
多
く
の
）
税
額
控
除
が
導
入
さ
れ
た
。
加
え
て
、
税
お
よ
び
社
会
保
障
の
一
体
化
も
併
せ
進
め
ら
れ
、
先
の
勤

労
税
額
控
除
お
よ
び
社
会
保
険
料
税
額
控
除
が
配
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
改
革
を
通
じ
て
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
が
獲
得
さ
れ
も
し
た
。

わ
が
国
で
は
所
得
控
除
に
よ
る
課
税
ベ
ー
ス
の
浸
食
が
顕
著
で
あ
る
し）

515
（

、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
一
定
の
与
件
の
も
と
、
所
得
控
除
を
税
額

控
除
に
切
り
替
え
る
と
し
た
場
合
に
、
低
所
得
層
で
は
税
負
担
等
が
軽
減
さ
れ
、
高
所
得
層
に
は
増
税
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
見
す

る
と
、
高
所
得
層
に
対
す
る
税
負
担
に
係
る
効
果
は
税
率
引
上
げ
と
同
じ
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
に
よ
る
税
負

（
512
） 　

森
信
茂
樹
『
デ
ジ
タ
ル
経
済
と
税　

Ａ
Ｉ
時
代
の
富
を
め
ぐ
る
攻
防
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
二
三
四
―
二
三
五
頁
が
、
本
文
中
の
批

判
を
紹
介
す
る
。

（
513
） 　

例
え
ば
、
森
信
編
著
・
前
掲
注
（
506
）
二
七
―
二
八
頁
、
一
五
三
頁
以
下
。

（
514
） 　

詳
細
は
、
柴
由
花
「
所
得
控
除
か
ら
税
額
控
除
へ
の
変
更
に
よ
る
効
果
―
海
外
事
例
研
究　

オ
ラ
ン
ダ
所
得
税
改
正
の
影
響
―
」
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ

ビ
ュ
ー
一
一
八
号
一
四
九
頁
以
下
。

（
515
） 　

前
掲
注
（
499
）
の
田
近
／
八
塩
論
文
の
指
摘
を
参
照
。
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担
の
増
加
は
、
税
率
引
上
げ
に
比
し
て
、
非
効
率
性
は
少
な
い
と
い
う
の
で
あ
る）

516
（

。
と
す
る
な
ら
ば
、
端
的
に
見
る
と
、
所
得
税
の
フ
ラ
ッ

ト
化
と
税
額
控
除
の
組
み
合
わ
せ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
も
と
に
お
け
る
租
税
政
策
と
し
て
は
極
め
て
優
れ
た
も
の
と
評
し
う
る）

517
（

。

　

二
に
、
税
額
控
除
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
租
税
理
論
と
整
合
性
の
と
れ
た
税
制
の
構
築
が
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
税
額
控

除
に
転
換
す
べ
き
項
目
の
問
題
が
あ
る
。
わ
が
国
の
所
得
控
除
項
目
を
念
頭
に
置
く
と
、
そ
の
性
質
上
、
基
礎
的
人
的
控
除
は
税
額
控
除

に
馴
染
む
と
し
て）

518
（

、
寄
附
金
控
除
の
よ
う
な
政
策
的
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
奨
励
は
低
所
得
者
に
特
に
当
て
は
ま
る
と
は
言
え
な
い
し

（
む
し
ろ
高
所
得
者
の
寄
附
奨
励
の
ほ
う
が
政
策
効
果
と
し
て
は
高
い
の
で
は
な
い
か
）、
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て
も
、
社
会
保
険
制

度
は
必
ず
し
も
所
得
再
分
配
の
要
素
は
濃
く
な
い
の
で
、
税
額
控
除
に
よ
り
低
所
得
者
に
対
す
る
負
担
軽
減
の
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い

が
、
基
本
的
に
は
社
会
保
険
料
の
納
付
は
確
実
に
行
わ
れ
る
べ
き
と
も
言
え
る
。
こ
の
点
を
直
視
す
る
と
、
確
か
に
、
わ
が
国
で
の
社
会

保
険
料
負
担
に
つ
い
て
は
低
所
得
者
層
で
重
く
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も）

519
（

、
社
会
保
険
料
に
係
る
税
額
控
除
は
少
な
く
と
も
過
大
に
配
備
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い）

520
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、（
海
外
の
例
を
参
照
す
る
と
、
適
宜
の
見
直
し
も
実
施
さ
れ
て
い
る）

521
（

よ
う
に
、

（
516
） 　

八
塩
・
前
掲
注
（
467
）
二
四
三
頁
。

（
517
） 　

こ
の
よ
う
に
、
給
付
付
き
税
額
控
除
の
メ
リ
ッ
ト
は
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
未
導
入
の
状
況
に
あ
る
。
し
ば
し
ば
給
付
付
き

税
額
控
除
に
係
る
制
度
上
の
問
題
と
し
て
、
申
告
件
数
が
増
加
す
る
、
不
正
還
付
が
横
行
す
る
等
の
指
摘
が
あ
る
。
前
者
は
、
課
税
庁
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
に
、

後
者
は
、
制
度
の
信
頼
性
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
時
の
運
用
、
制
度
改
正
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
克
服
可
能
な
問
題
に
変
わ
り
つ

つ
あ
る
。
後
者
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
の
申
請
内
容
を
精
査
す
る
こ
と
で
対
応
す
る
途
も
示
さ
れ
、
さ
ら
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
導
入
さ
れ

た
等
の
給
付
付
き
税
額
控
除
制
度
を
運
用
す
る
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
の
反
論
も
あ
る
。
以
上
に
つ
き
、
参
照
、
森
信
・
前
掲
注
（
512
）

二
三
四
―
二
三
七
頁
。

（
518
） 　

同
旨
か
、
増
井
良
啓
『
租
税
法
入
門　

第
２
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
一
〇
七
頁
。

（
519
） 　

八
塩
・
前
掲
注
（
467
）
二
三
二
頁
。
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そ
し
て
給
付
（
還
付
）
の
有
無
も
含
め
て）

522
（

）
税
額
控
除
の
金
額
設
定
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。

　

以
上
に
関
連
し
て
、
給
付
付
き
税
額
控
除
に
つ
き
期
待
さ
れ
る
就
労
促
進
効
果
を
期
す
る
た
め
に
、
制
度
の
細
部
に
も
気
を
配
る
必
要

が
あ
る
。
例
え
ば
、給
付
に
つ
き
所
得
の
増
加
に
比
例
し
て
定
率
補
助
が
増
加
す
る
フ
ェ
ー
ズ
・
イ
ン
の
段
階
に
お
い
て
も
、補
助
率
に
よ
っ

て
は
前
叙
の
効
果
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
え
る）

523
（

。
関
連
し
て
、
逓
減
段
階
（
フ
ェ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
）
の
税
負
担
増
加
の
程
度
も
就

労
行
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
う
る
た
め
、（
逓
減
す
る
）
補
助
率
の
設
定
も
同
じ
よ
う
に
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
税
額
控
除
が
所

得
課
税
に
つ
き
累
進
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
移
転
的
税
額
控
除
を
認
め
た
り）

524
（

、
給
付
の
逓
減
（
フ
ェ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
）
部
分

が
な
い
場
合）

525
（

に
は
、
か
え
っ
て
高
所
得
者
に
有
利
に
作
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
520
） 　

こ
の
点
、
柴
・
前
掲
注
（
514
）
一
五
七
頁
に
よ
る
と
、
学
生
、
収
入
の
少
な
い
者
等
の
低
所
得
者
は
勤
労
税
額
控
除
の
適
用
に
よ
り
、
社
会
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
加
え
て
、
社
会
保
険
料
率
の
引
下
げ
に
よ
り
、
社
会
保
障
給
付
に
係
る
種
々
の
基
金
に
つ
い
て
減
収
と
な
っ
た
。

（
521
） 　

詳
細
は
、
柴
・
前
掲
注
（
514
）
一
五
〇
頁
。

（
522
） 　

こ
の
点
、
社
会
保
険
料
に
係
る
税
額
控
除
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
勤
労
税
額
控
除
と
併
せ
て
、
所
得
税
が
負
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
該
当
部
分
は
社
会

保
険
料
の
負
担
を
補
填
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
上
限
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
八
塩
・
前
掲
注
（
467
）
二
四
五
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
税
額
控

除
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
控
除
対
象
の
性
質
に
適
合
す
る
形
で
設
計
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
金
額
に
係
る
問
題
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
児
童
税

額
控
除
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
就
労
を
前
提
と
し
な
い
こ
と
も
あ
る
（
諸
富
・
前
掲
注
（
500
）
二
一
七
―
二
二
〇
頁
）。
こ
れ
は
、
制
度
適
用
の
条
件
が
一

定
の
目
的
と
の
兼
ね
合
い
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

（
523
） 　

加
え
て
、
端
的
に
考
え
て
、
就
労
促
進
が
金
銭
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
み
で
奏
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
就
労
の
前
段
階
と
し
て
職
種
の

選
択
を
す
る
際
に
は
、
自
己
の
就
労
ス
キ
ル
の
水
準
も
併
せ
て
考
慮
す
る
は
ず
で
あ
り
、
不
本
意
な
就
職
は
継
続
的
な
就
労
を
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
種
々
の
職
業
訓
練
に
係
る
労
働
政
策
の
整
備
も
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
524
） 　

柴
・
前
掲
注
（
514
）
一
五
〇
―
一
五
一
頁
。

（
525
） 　

柴
・
前
掲
注
（
514
）
一
五
一
―
一
五
二
頁
。
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三
に
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
制
度
の
目
的
論
と
し
て
、
確
か
に
、
就
労
促
進
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
就
労
促
進
の
み
が
目
的
で
は
な
く
、

そ
れ
以
外
の
政
策
効
果
の
獲
得
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
フ
ェ
ー
ズ
・
イ
ン
の
段
階
に
お
い
て
は
、
総
じ
て
余
暇
需
要
が
減

少
す
る
が
（
代
替
効
果
）、
フ
ラ
ッ
ト
の
段
階
で
は
余
暇
需
要
が
増
加
し
（
所
得
効
果
）、
さ
ら
に
フ
ェ
ー
ズ
・
ア
ウ
ト
の
段
階
で
も
余
暇

需
要
の
増
大
が
見
ら
れ
る
（
代
替
効
果
））

526
（

。
こ
の
よ
う
に
、
余
暇
の
増
加
を
も
た
ら
す
た
め
、
結
局
労
働
者
が
家
族
と
過
ご
す
時
間
が
増

加
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
貧
困
の
連
鎖
を
解
く
た
め
に
は
重
要
な
こ
と
と
し
て
は
、
貧
困
は
世
代
を
超
え
て
連
鎖
し
、
特
に
、

幼
少
期
の
体
験
が
就
労
行
動
に
与
え
る
影
響
が
確
認
さ
れ
て
い
る
た
め）

527
（

、
就
労
し
て
い
る
親
が
家
庭
に
相
当
時
間
居
り
、
子
ど
も
と
過
ご

す
こ
と
が
子
ど
も
の
成
長
に
大
き
な
正
の
影
響
を
与
え
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い）

528
（

。
こ
の
点
、
社
会
保
障
政
策
の
構
築
を
考
え
る
上
で
、

給
付
の
受
給
者
と
っ
て
処
分
可
能
な
金
銭
が
給
付
を
通
じ
て
増
加
す
る
こ
と
だ
け
が
、
政
策
手
段
で
あ
る
と
見
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
貧
困
防
止
で
あ
れ
ば
、（
金
銭
給
付
も
手
段
と
し
て
排
除
さ
れ
な
い
と
は
い
え
）
良
質
の
家
庭
環
境
の
創

出
が
実
効
的
な
政
策
手
段
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
お
り
、
加
え
て
就
労
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
生
活
保
護
受
給
時
よ
り
高
い
厚
生

水
準
を
享
受
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
給
付
付
き
税
額
控
除
を
通
じ
て
就
労
お
よ
び
家
庭
環
境
改
善
と
い
う
貧
困
防
止
に
行
き
着
く

２
つ
の
政
策
的
経
路
を
実
効
的
に
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

な
お
、
こ
こ
で
以
上
に
関
連
す
る
問
題
に
触
れ
て
お
く
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
社
会
保
障
政
策
の
議
論
の
枠
内
で
、
政
策
の
指
標
と
し

（
526
） 　

林
／
小
川
／
別
所
・
前
掲
注
（
469
）
三
〇
一
―
三
〇
二
頁
、
國
枝
・
前
掲
注
（
502
）
六
一
頁
。

（
527
） 　

阿
部
彩
『
子
ど
も
の
貧
困
―
日
本
の
不
公
平
を
考
え
る
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
二
四
頁
、
同
『
子
ど
も
の
貧
困
Ⅱ
―
解
決
策
を
考
え
る
』（
岩
波

書
店
、
二
〇
一
四
年
）
六
六
頁
以
下
。

（
528
） 　

阿
部
・
前
掲
注
（
527
）
子
ど
も
の
貧
困
Ⅱ
三
八
頁
以
下
に
、
貧
困
の
連
鎖
に
係
る
仮
説
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
家
庭
環
境
も
そ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
（
四
四
頁
以
下
）。
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て
の
幸
福
度
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
幸
福
度
と
は
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
係
る
文
脈
で
言
え
ば
、
子
ど
も
の
基
本
的
な
物
品
的

充
足
、
健
康
・
安
全
が
あ
り
、
高
い
教
育
を
受
け
る
機
会
が
あ
る
こ
と
等
に
係
る
指
標
と
さ
れ
た
り）

529
（

、
経
済
格
差
が
少
な
い
こ
と
と
も
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る）

530
（

。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
幸
福
度
は
親
が
家
に
い
て
、
子
ど
も
に
向
き
合
う
こ
と
に
よ
り
高
め
ら
れ
る
と
い
う
面
も
あ

る）
531
（

。
換
言
す
れ
ば
、
親
の
就
労
も
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
余
暇
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
以
上
を
基
に
、
こ
こ
で
言
及
す
べ
き
は
、

政
策
形
成
の
際
の
家
庭
へ
の
着
目
の
必
要
性
と
重
要
性
で
あ
る
。
か
よ
う
な
最
近
の
貧
困
克
服
に
係
る
政
策
論
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、

家
庭
の
あ
り
方
が
子
ど
も
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
行
動
に
与
え
る
影
響
が
強
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
貧
困
の
連
鎖
が

生
じ
る
原
因
は
家
庭
に
あ
る）

532
（

。
そ
こ
で
家
庭
環
境
改
善
は
、
か
よ
う
な
負
の
連
鎖
を
回
避
す
る
重
要
な
貢
献
を
な
し
う
る
。
こ
の
点
で
給

付
付
き
税
額
控
除
に
基
づ
く
勤
労
時
間
の
減
少
と
い
う
事
象
は
余
暇
の
増
大
を
伴
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
不
合
理
な
も
の
と
位
置
づ
け

る
べ
き
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
議
論
か
ら
も
給
付
付
き
税
額
控
除
の
合
理
性
を
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

但
し
、
四
に
、
余
暇
の
増
加
が
期
し
得
る
と
し
て
も
、
若
干
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
余
暇
の
増
加
が
、
各
家
庭
で
必
ず

家
族
団
欒
に
充
て
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
余
暇
と
い
う
大
括
り
で
、
労
働
時
間
と
併
せ
て
議
論
が
組
成
さ
れ
る
が
、
余
暇
の
内
実
は
必

ず
し
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
各
家
庭
で
相
当
に
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
、
余
暇
と
労
働
時
間
と
の
二
元
的
な
時
間
消
費
に
よ
る
分
析

枠
組
み
か
ら
出
発
す
る
と
し
て
も
、
余
暇
が
前
叙
の
家
庭
団
欒
に
直
結
す
る
か
否
か
は
、
そ
れ
を
強
制
す
る
仕
組
み
が
配
備
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
税
制
・
財
政
の
み
で
決
定
さ
れ
な
い
。
か
か
る
強
制
は
私
事
へ
の
国
家
に
よ
る
過
剰
介
入
と
さ
れ
う
る
の
で
、
何

（
529
） 　

阿
部
・
前
掲
注
（
527
）
子
ど
も
の
貧
困
二
一
四
頁
。

（
530
） 　

小
塩
／
田
近
／
府
川
・
前
掲
注
（
18
）
二
〇
七
頁
以
下
。

（
531
） 　

阿
部
・
前
掲
注
（
527
）
子
ど
も
の
貧
困
二
二
七
頁
。

（
532
） 　

前
掲
注
（
528
）。
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ら
か
の
家
庭
政
策
を
通
じ
て
、
家
族
団
欒
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
創
出
す
る
他
な
か
ろ
う
。


